
株 主 各 位

第６１回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第６１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出

席下さいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することが

できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封

の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成２１年６月２２日（月曜日）

午後５時２５分までに到着するようご送付の程お願い申し上げます。

敬 具

記

１．日 時 平成２１年６月２３日（火曜日）午前１０時

２．場 所 香川県高松市木太町２１９１番地１

高松国際ホテル 新館２階 瀬戸の間

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第６１期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

事業報告及び連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件

２．会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役６名選任の件

第４号議案 監査役１名選任の件

証券コード６３９５
平成２１年６月５日

香川県高松市新田町甲３４番地

取締役社長 多田野 宏一
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４．その他招集にあたっての決定事項

� 議決権行使書用紙に、議案に対する賛否の表示をされないときは、

賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。

� 株主総会にご出席いただけない場合には、議決権を有する他の株主

１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただ

し、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

以 上

◎ 当日、ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎ 事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http：／／www．

tadano．co．jp／）に掲載させていただきます。
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（提 供 書 類）
事 業 報 告

１． 企業集団の現況に関する事項

� 企業集団の事業の経過及び成果並びに対処すべき課題

当期におけるわが国経済は、年度前半は原材料価格高騰に伴うコスト

増、年度後半は世界経済の悪化を背景とした輸出の減少を主因として、

企業収益が急速に悪化し、個人消費は、雇用・所得環境が厳しさを増す

中、弱い動きが続き、厳しい状況となりました。

このようななかで、私どもの業界は、年度後半に入り、国内では買い

控えにより建設用クレーンの需要が急減し、海外では資金調達環境の変

化やエネルギー関連プロジェクトの中断・延期等により、需要が弱含み

となりました。

当社グループは、年度前半は国内及び海外での建設用クレーンの堅調

な需要を背景に、増産に注力してまいりましたが、年度後半は経営環境

の激変により、販売面では国内需要の急減や海外需要の弱含みの中で売

上確保に努め、調達・生産面では増産から一転して、在庫削減のための

生産調整に取り組まざるを得ない状況となりました。

一方で、LE（Lifting Equipment）事業の更なる充実を目的として、

米国クレーンメーカーであるスパンデック Inc．（本年５月にタダノ・

マンティスCorp．へ商号変更）を昨年１２月に３７，５００千USドルで買収い

たしました。

売上につきましては、国内売上高は、建設用クレーンの年度後半での

売上が減少したため、７３４億１千３百万円（前期比７９．１％）となり、海

外売上高は、欧州向けと北米向けの建設用クレーンが増加し、８９３億５

千４百万円（前期比１０９．６％）となりました。この結果、総売上高は、

１，６２７億６千７百万円（前期比９３．４％）となりました。なお、海外売上

高比率は、５４．９％となりました。

（ ）平成２０年４月１日から
平成２１年３月３１日まで
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経常利益につきましては、原材料の価格高騰に伴うコストアップに加

え、年度後半からの売上減少もあり、諸経費削減に努めましたが、１０３

億３千１百万円（前期比５７．５％）となりました。当期純利益につきまし

ては、貸倒引当金取崩益５億１千７百万円を特別利益に計上し、投資有

価証券評価損９億５千１百万円を特別損失に計上いたしました結果、５５

億３千９百万円（前期比４７．７％）となりました。

主要品目別の概要は、次のとおりであります。

建設用クレーン

国内売上につきましては、年度後半に入り、景気の先行き懸念による

買い控えにより需要が急減したため、前期に比べ減少し、３６０億９千１

百万円（前期比８５．２％）となりました。

海外売上につきましては、欧州・北米・中東等への拡販により、前期

に比べ増加し、７３８億１千５百万円（前期比１１７．８％）となりました。

この結果、建設用クレーンの売上高は、前期に比べ増加し、１，０９９億

６百万円（前期比１０４．７％）となりました。

車両搭載型クレーン

トラック需要が引続き減少するなか、燃費や品質を一段と高めたモデ

ルチェンジ製品を市場投入するなど拡販に努めましたが、車両搭載型ク

レーンの売上高は、前期に比べ大幅に減少し、１１０億８千４百万円（前

期比７２．７％）となりました。

高所作業車

通信向け需要が昨年度前半でピークアウトし、レンタル向け需要は設

備投資抑制により大幅に減少するなか、拡販に努めた結果、シェアは向

上しましたが、高所作業車の売上高は、前期に比べ大幅に減少し、１１９

億５千７百万円（前期比７９．９％）となりました。

その他

部品、修理、中古車等のその他の売上高は、円高と需要減により中古
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車売上が減少したため、２９８億１千８百万円（前期比８９．１％）となりま

した。

今後の経済見通しにつきましては、日本経済は、企業収益の悪化に伴

う設備投資の落ち込み、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷等

から、景気後退が続くものと見込まれます。海外では世界的な金融危機

の深刻化や景気の一層の下振れ懸念など、引き続き厳しい状況が続くこ

とが予想されます。

当社グループを取り巻く市場環境は、国内では買い控えにより、また

海外では資金調達環境の変化やエネルギー関連プロジェクトの中断・延

期により、建設用クレーンの需要減少が見込まれます。また、車両搭載

型クレーンや高所作業車の国内需要も弱含みで、総じて厳しい環境で推

移するものと見込んでおります。

当社グループは、経営環境の激変を受けて、『中期経営計画（０８－１０）』

を当面凍結し、平成２１年度（０９年度）は緊急対応に集中することとしま

す。具体的には、需要の急激な減少により過剰となったたな卸資産の圧

縮、シェアアップによる売上確保、原価低減と抜本的な経費削減に取り

組むと共に、競争力の源泉である「品質とサービス」に注力し、品質力

向上とCS（カスタマーサポート）体制の強化を図ります。

私たちタダノグループは、「企業が社会や人との調和の中に生かされ

ている存在」との認識のもと、地域社会・国際社会発展への貢献と地球

環境の保全に役立つ事業活動を推進し、全てのステークホルダーの期待

に応え、企業価値を最大化することで、「世界に、そして未来に誇れる

企業」を目指します。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。
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� 企業集団の設備投資等の状況

当期の設備投資は、６０億４百万円となりました。なお、重要な設備の

除却・売却につきましては、特記すべき事項はありません。

当期中に完成した主要設備

� 企業集団の資金調達の状況

当期の資金調達は、年度後半からの急激な売上減少によりたな卸資産

が増加したため、運転資金として短期借入金を調達いたしました。ま

た、スパンデック Inc．（現：タダノ・マンティスCorp．）への買収資金

等として長期借入金４１億円を調達いたしました。

なお、設備投資に必要な資金につきましては、自己資金により賄いま

した。

名 称 主要設備の内容

当 社 千 葉 工 場
工場建物の新築、車両運搬車の生産設備・車
両搭載型クレーンの架装設備・建設用クレー
ンの塗装設備の新設

当 社 三 本 松 試 験 場
事務所建物の新築、建設用クレーンの試験・
検査設備の新設

フ ァ ウ ン GmbH 本 社 工 場
工場建物の増築、建設用クレーンの生産設備
の新設・拡充
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� 企業集団の財産及び損益の状況の推移

� 企業集団の主要な事業内容

当社グループは、建機事業（建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び

高所作業車等の製造販売）を営んでおります。

区 分
第５８期

（平成１８年３月期）
第５９期

（平成１９年３月期）
第６０期

（平成２０年３月期）
第６１期（当期）

（平成２１年３月期）

売 上 高 １２０，８７２百万円 １４４，６９３百万円 １７４，３６０百万円 １６２，７６７百万円

経 常 利 益 ８，６４６百万円 １３，５５０百万円 １７，９８０百万円 １０，３３１百万円

当期純利益 ５，６０１百万円 ７，６８９百万円 １１，６１９百万円 ５，５３９百万円

１株当たり
当期純利益

４３．７９円 ６０．０８円 ９１．３２円 ４３．５６円

純 資 産 ７４，３９８百万円 ７９，３５３百万円 ８７，４９０百万円 ８６，４６１百万円

総 資 産 １５０，５６７百万円 １６３，２５１百万円 １７７，４０４百万円 １７６，４６５百万円

連 結
子 会 社 数

２５社 ２３社 ２４社 ２５社

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。

区 分 主 な 製 品

建 設 用 ク レ ー ン
オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、
トラッククレーン、軌陸車

車両搭載型クレーン カーゴクレーン、車両運搬車、軌陸車

高 所 作 業 車
高所作業車、穴掘建柱車、高架道路・橋梁点検車、
軌陸車、照明車

そ の 他 部品、修理、中古車、リフター等
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� 重要な子会社の状況

� 当社の主要な提携の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出資比率

主要な事業内容

フ ァ ウ ン Ｇ ｍ ｂ Ｈ
４５，２７４
千ユーロ

１００．０％ 建設用クレーン等の製造

タダノ・ファウンＧｍｂＨ
５，６２４
千ユーロ

（１００．０％）建設用クレーン等の販売

タダノ・アメリカ Corp．
２，５００
千米ドル

１００．０％ 建設用クレーン等の販売

四 国 機 工 株 式 会 社 １８０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の部品の製造

国 際 機 械 商 事 株 式 会 社 １２０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の販売

株式会社タダノアイメス ６０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の販売

（注）１．タダノ・ファウンGmbHの当社の出資比率は、間接所有の割合を表示しており
ます。
２．国際機械商事株式会社（当社連結子会社：出資比率１００％）は、平成２１年４月１日
付で当社に吸収合併いたしました。

相 手 先 国名 提 携 内 容

日立建機株式会社 日本
トラッククレーン及びクローラクレーンの販売提
携並びに高所作業車のOEM相互供給

コベルコクレーン株式会社 日本
ラフテレーンクレーンの完成車・キャリヤ部の生
産受託及びクレーン部の部品の共通化・共同購買

北京京城重工機械
有 限 責 任 公 司

中国

建設用クレーンの製造・販売を目的とする合弁会
社「北起多田野（北京）起重機有限公司」の設立
（資本金３０百万米ドル、当社出資比率５０％）及び
建機用油圧関連部品の製造・販売を目的とする合
弁会社「京城多田野（北京）液圧機器有限公司」
の設立（資本金２．５百万米ドル、当社出資比率
５０％）
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� 企業集団の主要な営業所及び工場等

区 分 名 称 及 び 所 在 地

当 社

本 社 等 本社：香川県高松市、東京事務所：東京都墨田区

工 場 高松工場：香川県高松市、志度工場：香川県さぬき市、
多度津工場：香川県多度津町、千葉工場：千葉県千葉市

研 究 所 ・
試 験 場

技術研究所：香川県高松市
三本松試験場：香川県東かがわ市

支社・支店等

東日本支社：宮城県仙台市
北海道支店：北海道札幌市、東北支店：宮城県仙台市、
北陸支店：富山県富山市

中日本支社：東京都墨田区
関東支店：埼玉県上尾市、東京支店：東京都墨田区、
中部支店：愛知県一宮市

西日本支社：大阪府堺市
関西支店：大阪府堺市、四国支店：香川県高松市、
中国支店：広島県坂町、九州支店：福岡県大野城市

北京事務所：中国・北京市
中東事務所：アラブ首長国連邦・ドバイ市

重 要 な
子 会 社

本社及び工場

ファウンGmbH：ドイツ・バイエルン州（本社及び工場）
タダノ・ファウンGmbH：ドイツ・バイエルン州（本社）
タダノ・アメリカCorp．：米国・テキサス州（本社及び工場）
四国機工株式会社：香川県多度津町（本社及び工場）
国際機械商事株式会社：東京都港区（本社）
株式会社タダノアイメス：東京都墨田区（本社）

（注）国際機械商事株式会社（当社連結子会社：出資比率１００％）は、平成２１年４月１日付
で当社に吸収合併いたしました。
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� 企業集団及び当社の使用人の状況

� 企業集団の使用人の状況

� 当社の使用人の状況

� 当社の主要な借入先の状況

借 入 先
借 入 金 残 高

短期借入金 長期借入金 合 計

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ４，５９０ ４，２５０ ８，８４０

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 ３，０５０ ３，８６０ ６，９１０

株式会社三菱東京UFJ銀行 ２，２１０ ２，２００ ４，４１０

（注）当社の借入金総額３３，２０９百万円の１０％以上の借入先を記載しております。

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

１，４００名 ＋１８０名 ４１．４歳 １７．４年

（注）１．使用人数は、就業人員を記載しております。
２．使用人数には、嘱託６１名を含み、出向者１８４名は含んでおりません。

区 分 使 用 人 数 前期末比増減

建 設 用 ク レ ー ン １，５９４名 ＋１８４名

車 両 搭 載 型 ク レ ー ン ２７４ ＋１８

高 所 作 業 車 ２７０ △３４

そ の 他 ６８５ ＋１１３

全 社 共 通 ８９ ＋ ７

合 計 ２，９１２ ＋２８８

（注）１．使用人数は、就業人員を記載しております。
２．使用人数における国内・海外使用人数は、国内２，１５７名、海外７５５名となっており
ます。
３．平成２０年４月１日付けで、空気圧機器事業及びその他事業を担っておりました株
式会社ニューエラー（当社連結子会社：出資比率１００％）の全株式を長野計器株式
会社へ譲渡いたしました。これに伴い上記の前期末比増減には、空気圧機器事業９０
名、その他事業５５名の減少分を含んでおりません。

百万円 百万円 百万円
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２． 会社の株式に関する事項

� 発行可能株式総数 ４００，０００，０００株

� 発行済株式総数 １２９，５００，３５５株（自己株式２，３７３，２４８株含む）

� 株 主 数 １０，７５６名

� 大 株 主

株 主 名
当社への出資状況

持 株 数 出資比率

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社

１２，３３２ ９．７

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ８，２０４ ６．４

開 発 商 事 株 式 会 社 ７，７７２ ６．１

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ６，２４６ ４．９

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 ６，１７１ ４．８

資 産 管 理 サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社

５，０１７ ３．９

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 ４，５７６ ３．５

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社

３，９９７ ３．１

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ３，３６７ ２．６

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 ３，２１６ ２．５

（注）１．発行済株式総数（自己株式除く）の１０分の１以上の数の株式を保有する大株主は
おりません。
２．出資比率は、自己株式２，３７３，２４８株を控除して計算しております。
３．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会
社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数は、すべて当該各社の信託
業務に係る株式であります。
４．日本生命保険相互会社の持株数には、特別勘定口４０３千株を含んでおります。
５．明治安田生命保険相互会社の持株数には、特別勘定口５７６千株を含んでおります。
６．第一生命保険相互会社の持株数には、特別勘定口８千株を含んでおります。

千株 ％
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３． 会社役員に関する事項

� 取締役及び監査役に関する事項

地 位 氏 名 担当及び他の法人等の代表状況等

代 表 取 締 役 社 長 多田野 宏 一

代表取締役副社長 高 戸 紀 幸
社長補佐、生産部門・品質安全部門・
中国事業部門統括

取締役・執行役員専務 鈴 木 正
国内営業部門・輸出事業部門・欧州事
業部門・北米事業部門統括、サービス
部門担当

取締役・執行役員常務 大 薮 修 二 企画管理部門担当、企画管理部長

取締役・執行役員常務 伊 賀 正 開発部門担当

取 締 役 伊 藤 伸 彦 TPGキャピタル株式会社顧問

取 締 役 吉 田 康 之 株式会社日建設計総合研究所取締役

常 勤 監 査 役 依 光 慶 二

常 勤 監 査 役 宇 川 悦 栄

常 勤 監 査 役 石 川 博 文

監 査 役 三 宅 雄一郎
弁護士、山洋電気株式会社社外取締
役、住友大阪セメント株式会社社外監
査役、新電元工業株式会社社外監査役

（注）１．当期中の取締役の異動
就任 平成２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会において、伊藤伸彦、吉田康之

の両氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
２．当期中の監査役の異動
就任 平成２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会において、宇川悦栄、三宅雄一郎
の両氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

退任 平成２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会終結の時をもって、北島 宏、
白川清之の両氏は監査役を退任いたしました。

３．取締役のうち伊藤伸彦、吉田康之の両氏は、会社法第２条第１５号に定める社外取
締役であります。
４．監査役のうち石川博文、三宅雄一郎の両氏は、会社法第２条第１６号に定める社外
監査役であります。
５．監査役 依光慶二、宇川悦栄の両氏は、当社経理担当部長を経験し、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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地 位 氏 名 担当・委嘱業務

代 表 取 締 役 社 長 多田野 宏 一 開発部門統括

代表取締役副 社 長 高 戸 紀 幸
社長補佐、企画管理部門統括、中国事業部門
担当

取締役・執行役員専務 鈴 木 正
国内営業部門・欧州事業部門・CS部門統
括、営業統括部門・米州事業部門・海外営業
部門担当

取締役・執行役員常務 大 薮 修 二 生産部門・品質安全部門統括、購買部門担当

取締役・執行役員常務 伊 賀 正 開発部門統括補佐

取 締 役 伊 藤 伸 彦

取 締 役 吉 田 康 之

執 行 役 員 常 務
アレクサンダー・
クネヒト

欧州事業部門担当、ファウンGmbH取締役
社長

執 行 役 員 常 務 北 野 尚 夫
国内営業部門担当、営業統括部門担当補佐、
国内営業企画部長

執 行 役 員 多田野 誠 二
中国事業部門担当補佐、北起多田野（北京）
起重機有限公司総経理

執 行 役 員 作 田 実
欧州事業部門担当補佐、ファウンGmbH取
締役副社長兼タダノ・ファウン・シュタール
バウGmbH取締役社長

執 行 役 員 池 上 友 博 品質安全部門担当

執 行 役 員 内 田 秀 三
中国事業部門担当補佐、北起多田野（北京）
起重機有限公司副総経理

執 行 役 員 児 玉 義 人 企画管理部門担当、企画管理部長

執 行 役 員 久 保 哲 也 国内営業部門担当補佐

執 行 役 員 土 谷 良 明 生産部門担当、志度工場長

執 行 役 員 奥 山 環 生産部門担当補佐、生産技術部長

執 行 役 員 澤 田 憲 一
CS部門担当、米州事業部門担当補佐、タダ
ノ・アメリカ・ホールディングス Inc．取締
役社長

執 行 役 員 西 陽一朗 開発部門担当、開発企画部長

執 行 役 員 飯 村 慎 一
海外営業部門・営業統括部門担当補佐、海外
営業第二部長

執 行 役 員 川 本 親 開発部門担当補佐、LE開発第二部長

６．平成２１年５月１日現在の取締役及び執行役員の担当・委嘱業務は、以下のとおり
であります。
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� 取締役及び監査役の報酬等の額

� 社外取締役及び社外監査役に関する事項

� 社外取締役及び社外監査役の当期における主な活動状況

� 責任限定契約の内容の概要

社外取締役及び社外監査役につきましては、当社との間で会社法第

４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、

当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額で

あります。

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 伊藤 伸彦

当期中、平成２０年６月２４日就任以来開催の取締役
会１８回のうち１５回に出席し、主に企業経営に関す
る豊富な知識・経験等に基づく観点から、適宜発
言をしております。

取 締 役 吉田 康之

当期中、平成２０年６月２４日就任以来開催の取締役
会１８回のうち１５回に出席し、主にシンクタンクで
培った豊富な知識・経験等に基づく観点から、適
宜発言をしております。

監 査 役 石川 博文

当期開催の取締役会２３回、監査役会１５回のすべて
に出席し、主にコンプライアンスに関する豊富な
知識・経験等に基づく観点から、適宜発言をして
おります。

監 査 役 三宅雄一郎

当期中、平成２０年６月２４日就任以来開催の取締役
会１８回のうち１２回、監査役会１０回のすべてに出席
し、主に弁護士としての専門的見地から、適宜発
言をしております。

区 分 支給人員 報酬等の額

取 締 役 ７名 ３２６百万円（うち社外取締役２名 １９百万円）

監 査 役 ６名 ５７百万円（うち社外監査役３名 ２１百万円）

（注）１．使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与含む）は支払っておりません。
２．上記には平成２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会終結の時をもって退任いた
しました監査役２名（うち社外監査役１名）を含んでおります。
３．上記の他、平成２１年６月２３日開催の第６１回定時株主総会終結の時をもって退任予
定の監査役１名に対し、退職慰労金７，９００千円（第５７回定時株主総会決議）を支払
う予定があります。
４．取締役及び監査役の報酬限度額は、株主総会決議により、取締役 年額４５０百万円
（うち社外取締役分は年額６０百万円。使用人兼務取締役の使用人給与相当額は除
く。）、監査役 年額１００百万円（うち社外監査役分は４０百万円。）となっております。
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４． 会計監査人の状況

� 会計監査人の名称 監査法人トーマツ

� 当期中に係る会計監査人の報酬等の額

会計監査人の報酬等の内容 支払額

� 当社が公認会計士法第２条第１項の監査証明業
務の対価として支払うべき報酬等

千円
５０，０００

� 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

５０，０００

（注）１．会計監査人との契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬額を区分しておりませんので、�の金額には金融商品取引法に基づく監
査の報酬等の額を含めております。
２．重要な子会社のうち、ファウンGmbH及びタダノ・ファウンGmbHは、デロイ
ト トウシュGmbH、タダノ・アメリカCorp．は、デロイト トウシュ LLPの監査
を受けております。
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５． 会社の体制及び方針

� 業務の適正を確保する体制（内部統制システム構築の基本方針）

当社取締役会において、次のとおり決議しております。

� 取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

当社は、タダノグループ「CSR憲章」「CSR規範」に従って、グルー

プ社員全員が法令や社会のルールを遵守し、また高い倫理観をもち、

透明・健全かつ誠実な事業活動に取り組む。

また、コンプライアンス担当役員を設置すると共に、コンプライア

ンス委員会を通じて、啓発ツール等による法令遵守の教育研修を行

い、コンプライアンスの徹底を図ると共に、内部通報制度によりコン

プライアンス体制の強化を図る。

� 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る文書その他の情報については、当社の社内

規程等に従い、適切に保存及び管理を行う。取締役及び監査役は、常

時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

� 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務上には、事業戦略リスク、法的リスク、製品安全リスク、

情報セキュリティリスク、環境リスク、自然災害リスク等様々なリス

クがある。リスク委員会を通じて、定期的に社内のリスクの洗い出し

と評価を行い、リスク毎に対応部署を定めて対応策を講じると共に規

程化等により、リスクマネジメントの強化を図る。

� 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、グループとして目標とすべき中期経営計画を定める。

また、中期経営計画に基づき、年度毎に業績目標と予算を設定して、

定期的に業績及び予算管理を行うと共に適切な経営資源の配分を行

い、効率的な業務執行の確保を図る。
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� 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制

グループ子会社は、当社が定める「グループ経営推進基準」に従っ

て、経営を行う。

当社は、グループ社員にも「CSR憲章」「CSR規範」及び内部通報

制度を適用し、グループのコンプライアンス体制を強化する。グルー

プ子会社は、各社の事業や規模を踏まえたリスク管理を行い、かつ内

部統制システムの構築を推進する。

� 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使

用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の求めがあった場合には、内部統制室その他の関連部署は、

監査役を補助するものとする。当該使用人に対しては、取締役及び他

の使用人からの独立性を確保する。

� 取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査

役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼす

事実及び法令・定款違反等コンプライアンスに関する重大な事実を発

見した場合は、遅滞なく監査役に報告し、内部監査の実施状況及び内

部通報制度に基づく通報状況については、適時に監査役に報告する。

取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する報告を求められ

た場合には、速やかに報告する。

� その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、重要な会議に出席すると共に、代表取締役社長及び会計

監査人と各々定期的に意見交換会を開催する。

監査役、内部統制室、会計監査人は、相互に意思疎通し連携して

各々監査の実効性の向上を図る。

―１７―



� 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社取締役会において、次のとおり決議しております。

当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令

に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場

合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の

検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規程に

則り、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会の付議

議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたしま

す。

� 株式会社の支配に関する基本方針

� 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針の内容

当社グループは、「創造：工夫による前進と誇りうる品質のために

創造しましょう。奉仕：顧客の利益と住みよい社会の建設のために奉

仕しましょう。協力：私達の幸福と堅い心の結びつきのために協力し

ましょう。」という経営理念を事業目的とし、平成１６年４月より、「世

界に、そして未来に誇れる企業を目指して－No．１ and the Next－」

をビジョンとして掲げております。

また、当社グループは、「世界に、そして未来に誇れる企業」とな

るために、「企業が社会や人との調和の中に生かされている存在」と

の認識のもと、地域社会・国際社会発展への貢献と地球環境の保全に

役立つ事業活動を推進し、全てのステークホルダーの期待に応え、企

業価値を最大化することを経営方針としております。

この経営方針の下で企業価値の最大化に向けて事業活動を推進する

にあたっては、将来の予測を踏まえ、当社の経営環境を的確に把握し、

経営資源を最大限、有効に活用しなければなりません。

そのためには、当社グループの事業活動に関する幅広いノウハウと

豊富な経験、並びに国内外の顧客・取引先及び従業員等の全てのステー

クホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、これら
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に関する十分な理解があってこそ、当社の財務及び事業の方針の決定

を支配する者として、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の

利益の最大化に向けた経営を行うことが可能であると考えております。

従って、これらに関する十分な理解なしに当社株券等の大規模買付

行為等がなされる場合には、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利

益を確保し、向上させることにならないものと考えております。

また、当社は、株主構成については、株式の市場における自由な取

引を通じて決まるものであり、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配することが可能な大規模な買付行為等の提案に応じるか否かの判断

は、最終的に株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えます。

しかし、大規模な買付行為等の中には、買収目的等からみて、当社

の企業価値・株主の皆様の共同の利益に対し明白な侵害をもたらすも

の、株主の皆様に事実上、株式売却を強要するおそれがあるもの、当

社の取締役会や株主の皆様が買付の条件等について検討し、あるいは

当社の取締役会が、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供

しないもの等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、

向上させることにならないものも存在する可能性があります。

従って、当社は、このような企業価値・株主の皆様の共同の利益を

確保し、向上させることにならない大規模な買付行為等を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと

考えております。

� 基本方針の実現に資する取組み

当社では、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の利益の最

大化を図り、上記�の基本方針の実現に資する取組みとして、次の施

策を実施しております。

ａ．企業価値向上への取組み

当社は、「市場変動を乗り越え、新たな成長軌道へ」をメインテー

マとして平成２０年度から平成２２年度までの『中期経営計画（０８－１０）』

に取組んでおります。しかしながら、経営環境の激変を受けて、
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『中期経営計画（０８－１０）』を当面凍結し、平成２１年度（０９年度）は

緊急対応に集中することとします。

ｂ．コーポレート・ガバナンスの取組み

当社は、コーポレート・ガバナンスにつきましては、経営の透明

性・健全性・効率性を確保するための経営の重要課題の一つとして

位置付けております。

コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営理念

等に基づき健全な企業風土を根付かせ、この健全な企業風土により

企業経営（経営者）が規律される仕組み、並びに監査役の監査環境

整備・実質的な機能強化により監査が適正に行われること等が重要

であると認識しております。

当社では、執行役員制度を導入し、少数の取締役によって、グルー

プ全体の視点に立った迅速な意思決定を行い、取締役相互の監視と

執行役員の業務執行の監督を行っております。

「取締役会」は、定例会を毎月１回、臨時会を必要な都度開催し

ております。また、取締役会とは別に、執行部門の会議体として、

業務執行の報告と情報共有化を図る「経営報告会（執行役員・取締

役・監査役）」と、経営に関する戦略討議を行う「経営会議（執行

役員・取締役・監査役）」を設け、毎月１回開催しております。ま

た、執行役員間の業務執行の連携を強化するため、「執行役員会議

（執行役員・取締役）」を毎月２回以上開催しております。

監査役は、重要な会議に出席すると共に、代表取締役社長及び会

計監査人と各々定期的に意見交換会を開催しております。また、内

部監査部門として内部統制室を設置し、監査役、会計監査人及び内

部統制室は、相互に意思疎通し連携して各々監査の実効性の向上を

図っております。

さらに、企業としての社会的責任を果たすため、CSR委員会（委

員長：代表取締役社長）を設置し、その課題解決推進組織となる

「リスク委員会」「コンプライアンス委員会」「環境委員会」「製品安

全委員会」「人財育成委員会」「安全衛生委員会」を通じ、経営の透
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明性と健全性を継続的に高め、業務リスクの軽減と業務品質向上を

図る取組みを行っております。

� 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

が決定されることを防止するための取組み

当社は、上記�の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財

務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みと

して、平成２０年５月８日に開催された取締役会において、当社株券等

の大規模買付行為等に関する対応方針（以下「本対応方針」という）

の導入を決定し、平成２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会に、本

対応方針の導入、継続、変更及び廃止を株主総会の決議によっても決

定することができることとする定款変更議案、並びに、本対応方針の

有効期間の延長に関する議案を付議し、承認可決されました。これに

より、本対応方針の有効期間は、平成２３年６月開催予定の第６３回定時

株主総会の終結の時までの３年間となっております。

ａ．本対応方針の目的

本対応方針は、上記�の基本方針に沿って、当社の企業価値・株

主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的を持って導入され

るものです。当社取締役会は、大量の当社株券等の買付行為等が行

われる場合に、不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様が

ご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主

の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることによ

り、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する買付行為等

を抑止する為の枠組みが必要であるとの結論に至りました。

ｂ．本対応方針の概要

本対応方針においては、特定株主の議決権割合を２０％以上とする

ことを目的とする当社株券等の買付け等、又は結果として特定株主

の議決権割合が２０％以上となるような当社株券等の買付け等（いず

れもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、市場買付け、

公開買付け等の具体的な買付け等の方法を問いません。このような
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買付け等を以下「大規模買付行為等」という）を行い又は行おうと

する者（以下「大規模買付者」という）に対して、当該大規模買付

行為等に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討

等に必要な期間の確保を求めるために、当社株券等の大規模買付行

為等に関するルール（以下「大規模買付ルール」という）を設定し、

大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。

そして、�大規模買付者がこの大規模買付ルールを遵守しない場

合、或いは�遵守した場合でも、大規模買付行為等が当社に回復し

難い損害をもたらすことが明らかであるときや、企業価値・株主の

皆様の共同の利益を著しく損なうときには、当社取締役会として一

定の対抗措置を講じる方針です。

大規模買付行為等に対する対抗措置としては、大規模買付者によ

る権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償

割当てその他法令又は当社の定款において当社取締役会の権限とし

て認められているものの中から、その時々の状況に応じて、適切な

ものを選択するものとします。

なお、当社は、企業価値・株主の皆様の共同の利益に対する大規

模買付行為等の影響、並びに本対応方針に基づく対抗措置の発動に

ついての当社取締役会の判断の透明性、客観性、公正性及び合理性

を担保するため、取締役会から独立した社外取締役、社外監査役、

社外有識者等により構成される独立委員会を設置し、その勧告を最

大限尊重するものといたします。

� 上記の各取組みに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る

理由

ａ．基本方針の実現に資する取組み（上記②の取組み）について

上記�に記載した諸施策は、当社の企業価値・株主の皆様の共同

の利益を確保し、向上させるための具体的方策として策定されたも

のであり、まさに基本方針の実現に資するものであります。

従って、これらの各施策は、基本方針に沿うものであり、当社の
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株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではありません。

ｂ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針が決定されることを防止するための取組み（上記�の取組み）に

ついて

� 当該取組みが基本方針に沿うものであること

本対応方針は、上記�ｂ．に記載のとおり、大規模買付行為等

が行われた際に、当該大規模買付行為等が不適切な買付行為等で

ないかどうかを株主の皆様及び当社取締役会が判断するために必

要な情報及びその内容の評価・検討等に必要な期間を確保し、当

社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと

などを可能とすることで、企業価値・株主の皆様の共同の利益を

確保し、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うもので

あります。

� 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないこと

当社は、以下の理由により、本対応方針は当社株主の皆様の共

同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないと考えております。

１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成１７年５月２７日に

発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための

買収防衛策に関する指針」の定める三原則（�企業価値・株主

共同の利益の確保・向上の原則、�事前開示・株主意思の原

則、�必要性・相当性確保の原則）を充足しております。

２）株主意思を重視するものであること

本対応方針の有効期間は、平成２０年６月２４日開催の第６０回定

時株主総会において、本対応方針に関する株主の皆様のご意思

を確認させていただくため、�本対応方針の導入、継続、変更
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及び廃止を株主総会の決議によっても決定することができるこ

ととする定款変更、並びに、�本対応方針の有効期間の延長の

可否について株主の皆様に議案としてお諮りし、株主の皆様の

ご承認を得て、平成２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会の

日から平成２３年６月開催予定の第６３回定時株主総会の終結の時

までの３年間となっております。

加えて、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株

主総会又は当社取締役会において本対応方針を変更又は廃止す

る旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で変更

又は廃止されることになり、株主の皆様の意向が反映されるも

のとなっております。

３）独立性の高い社外者の判断を重視していること

当社は、本対応方針の導入に当たり、大規模買付ルールを遵

守して一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルー

ルが遵守された場合に当社の企業価値・株主の皆様の共同の利

益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一

定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終

的な判断を行いますが、その判断の合理性、公正性を担保する

ために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を

設置し、その勧告を最大限尊重するものといたします。

実際に大規模買付行為等がなされた場合には、独立委員会

が、独立委員会規則に従い、当該大規模買付行為等が当社の企

業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであるか

否かを検討し、当該大規模買付行為等に対して対抗措置を発動

すべきか否かについて、取締役会に勧告します。当社取締役会

は、その勧告を最大限尊重して対抗措置を発動するか否かを決

定します。独立委員会の勧告の概要及び判断の理由等について

は適時に株主の皆様に情報開示いたします。

このように、独立性の高い独立委員会により、当社取締役会

が恣意的に対抗措置の発動を行うことのないよう厳しく監視す
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ることによって、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に

資するよう本対応方針の運用が行われる仕組みが確保されてお

ります。

４）合理的かつ客観的な対抗措置発動要件を設定していること

本対応方針においては、大規模買付行為等に対する対抗措置

は合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないよ

うに設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止

するための仕組みが確保されております。

５）第三者専門家の意見を取得すること

大規模買付者による大規模買付行為等が行われた場合、独立

委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独

立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバ

イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家

を含みます。）の助言を得ることができます。これにより、独

立委員会の勧告を最大限尊重してなされる当社取締役会の判断

の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

６）デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本対応方針は、有効期間の満了前であっても、当社株主総会

又は当社取締役会における本対応方針を変更又は廃止する旨の

決議により、いつでも変更又は廃止することができるものとさ

れております。従って、本対応方針は、いわゆるデッドハンド

型の買収防衛策（取締役の構成員の過半数を交代させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、

当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本対応方針

はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度

に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要

する買収防衛策）でもありません。なお、取締役解任決議要件

につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重

をしておりません。

（備考） 本事業報告中に記載の表示単位の金額及び株式数並びに出資比率は、数値未満を切り捨てております。
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連結貸借対照表（平成２１年３月３１日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

１２３，３９８
２１，４６６
４０，５５７
２４，５９２
１７，９８６
８，４２３
３，６８０
２，５５６
５，６１６

△ １，４８１

５３，０６６
３７，９１２
１２，１５２
４，１１３
１９，７１５
４３３
１１２

１，３８５

６５３

１４，４９９
９，７３３
２，１５３
３，０２７

△ ４１４

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 法 人 税 等
製 品 保 証 引 当 金
債務保証損失引当金
未経過割賦販売利益
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
負 の の れ ん
そ の 他

６４，６８５
２７，９１４
２３，８６９
１３０

３，７８０
６２５

１，４４４
０

１，６５１
５，２６９

２５，３１８
１６，８６５
３８４
２１３

２，８０４
４，４６３
２４
５６１

負 債 合 計 ９０，００３

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定

少 数 株 主 持 分

９０，０７６
１３，０２１
１６，８５６
６２，３５６

△ ２，１５９
△ ３，９５９
△ １９５

５
△ ６８
△ ３，６９９

３４４

純 資 産 合 計 ８６，４６１

資 産 合 計 １７６，４６５ 負 債 純 資 産 合 計 １７６，４６５
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連結損益計算書（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価

１６２，７６７
１２７，３４２

割賦販売利益繰延前売上総利益
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 戻 入
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 繰 入

７１６
６２６

３５，４２５

９０

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

３５，５１５
２５，１４９

営 業 利 益 １０，３６５

営 業 外 収 益
受 取 利 息
割 賦 販 売 受 取 利 息
受 取 配 当 金
負 の の れ ん 償 却 額
雑 収 益

２６７
４０３
２７８
１６
４５８ １，４２３

営 業 外 費 用
支 払 利 息
雑 損 失

９４３
５１３ １，４５７

経 常 利 益 １０，３３１

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
子 会 社 株 式 売 却 益
貸 倒 引 当 金 取 崩 益
債 務 保 証 損 失 引 当 金 取 崩 益

１７
０
２４４
５１７
５ ７８６

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損
減 損 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損
貸 倒 引 当 金 繰 入

１４３
４
９５１
０ １，０９９

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

４，１７１
２０３

１０，０１８

４，３７５

少 数 株 主 利 益 １０４

当 期 純 利 益 ５，５３９
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連結株主資本等変動計算書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成２０年３月３１日現在 １３，０２１ １６，８６９ ５８，７８２ △２，１０８ ８６，５６５

実務対応報告第１８号の適用に
よる影響額 １９６ １９６

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △２，１６１ △２，１６１

当期純利益 ５，５３９ ５，５３９

自己株式の取得 △ ８２ △ ８２

自己株式の処分 △ １２ ３２ １９

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 △ １２ ３，３７７ △ ５０ ３，３１３

平成２１年３月３１日現在 １３，０２１ １６，８５６ ６２，３５６ △２，１５９ ９０，０７６

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成２０年３月３１日現在 ６１９ △ ８ △ ６８ １１６ ６５８ ２６６ ８７，４９０

実務対応報告第１８号の適用に
よる影響額 １９６

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △２，１６１

当期純利益 ５，５３９

自己株式の取得 △ ８２

自己株式の処分 １９

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △ ８１５ １３ △３，８１５ △４，６１７ ７７ △４，５３９

連結会計年度中の変動額合計 △ ８１５ １３ △３，８１５ △４，６１７ ７７ △１，２２５

平成２１年３月３１日現在 △ １９５ ５ △ ６８ △３，６９９ △３，９５９ ３４４ ８６，４６１
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
� 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数……２５社
主要な連結子会社の名称
ファウンGmbH、タダノ・ファウンGmbH、タダノ・アメリカCorp．
四国機工�、国際機械商事�、�タダノアイメス
なお、当連結会計年度において前連結会計年度まで当社の連結子会社であっ
た�ニューエラーの全株式を長野計器�に譲渡したことにより、連結範囲か
ら除外しております。また、タダノ・ファウン・シュタールバウGmbH、
タダノ・アメリカ・ホールディングス Inc．を設立したことにより、当連結
会計年度より連結子会社に含めております。
� 非連結子会社の数及び名称
非連結子会社の数……２社
非連結子会社の名称
タダノ・インダストリア・エ・コメルシオ Ltda．、スパンデック Inc．

（現：タダノ・マンティスCorp．）
（連結の範囲から除いた理由）
タダノ・インダストリア・エ・コメルシオ Ltda．は実質的な営業を
行っていないため連結の範囲から除外しております。また、スパンデッ
ク Inc．（現：タダノ・マンティスCorp．）の総資産、売上高、当期純
損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず
れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から
除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社２社及び関連会社５社は、それぞれ
当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても
重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。主要な非連結
子会社はスパンデック Inc．（現：タダノ・マンティスCorp．）であり、主要
な関連会社は北起多田野（北京）起重機有限公司であります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ファウンGmbH、タダノ・ファウンGmbH、タダノ・
ファウン・ホーランドB．V．、タダノ・アジア Pte．Ltd．、韓国多田野㈱、多
田野華南有限公司、タダノ・アメリカCorp．、京城多田野（北京）液圧機器
有限公司、タダノ・ファウン・シュタールバウGmbH及びタダノ・アメリ
カ・ホールディングス Inc．の決算日は１２月３１日であり、当該連結子会社の
事業年度に係る財務諸表を使用しております。また、その他の連結子会社の
決算日は３月３１日であります。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項
� 重要な資産の評価基準及び評価方法
� 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券（市場価格のあるもの）…………期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法によっ
て処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

その他有価証券（市場価格のないもの）…………移動平均法による原価法
� デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ …………時価法

� たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品・半製品（キャリヤパーツ）・仕掛品・原材料（キャリヤ）
……主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

半製品（その他）・原材料（その他）
……主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計
基準第９号 平成１８年７月５日公表分）を適用しております。これによ
り営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ３５８百
万円減少しております。

� 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
……主として定率法（在外連結子会社は定額法）

―２９―



� 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に検討した回収不能見込
額を計上しております。
製品保証引当金
製品のアフターサービスに対する費用に充当するため、主として過去
の実績割合により計上しております。
債務保証損失引当金
当社製品を購入する顧客の当社提携銀行等よりの借入金に対する保証
損失に備えるため、顧客の借入金に関する当社の保証債務に対し、過去
の履行実績率を基準にした保証損失見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差
異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（１２年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することとしております。

� 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資
産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

� 重要なヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を
満たしている金利スワップについては特例処理に、振当処理の要件を満た
している為替予約については振当処理によっております。

� 収益及び費用の計上基準
売上のうち、一部について割賦基準を採用しております。

� 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

� 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用し
ております。

� のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれんの償却については、発生年度より実質的判断による年数の見積り
が可能なものはその見積り年数で、その他については５年間の均等償却を
行っております。

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更
	 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」の適用
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理
に関する当面の取扱い」（実務対応報告第１８号 平成１８年５月１７日）を適用
し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる当連結会計年度の
損益に与える影響額は軽微であります。

 リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より「リー
ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号（平成５年６月１７日（企業
会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正））及び「リース取引に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号（平成６年１月１８日（日
本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成１９年３月３０日改正））を適用し、
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有
権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につ
いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。なお、リース取引開始日が平成２０年３月３１日以前の所有権移転外
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理を引続き採用しております。これによる当連結会計年度の損益に
与える影響額は軽微であります。

―３０―



表示方法の変更
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連
結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して
おります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ１４，００７百万円、１７，４８６百万円、８，４５４
百万円であります。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 ２４，６１０百万円
２．担保に供している資産

投資有価証券 １，６６１百万円
担保に係る債務
短期借入金 １，３２９百万円

３．保証債務
販売先の当社提携銀行等よりの借入の保証 ７，１４１百万円

４．受取手形裏書譲渡高 ９，４２５百万円
５．土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地
再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９
号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）第１６条に規
定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するため
に国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整
を行って算出する方法によっております。
再評価を行った年月日 平成１４年３月３１日
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末に
おける時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との
差額 ４，９５０百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 １２９，５００，３５５株
２．配当に関する事項
� 配当金支払額

� 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結
会計年度となるもの
平成２１年６月２３日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関
する事項を次のとおり提案しております。
�配当金の総額 １，０１７百万円
�配当の原資 利益剰余金
�１株当たり配当額 ８円
�基準日 平成２１年３月３１日
�効力発生日 平成２１年６月２４日

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 ６７７円４１銭
２．１株当たり当期純利益 ４３円５６銭

（注）連結計算書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成２０年６月２４日
定時株主総会

普通株式 １，１４４ ９．００ 平成２０年３月３１日 平成２０年６月２５日

平成２０年１１月６日
取締役会

普通株式 １，０１７ ８．００ 平成２０年９月３０日 平成２０年１２月４日

計 ２，１６１
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貸借対照表（平成２１年３月３１日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権 等
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長期滞留営業債権
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

８９，８００
１３，２５０
１４，６８９
２６，４２９
１８，９８１
８，１３２
４，１２１
１，８１２
２，７６２
３９０

△ ７６９

６０，８７２
３０，４５３
９，０７８
１，３７２
３，２５６
１３５
６１７

１５，５２８
４２８
３６

２８１
１０
２９
１３９
５７
４４

３０，１３７
５，９２５
８，８２７
４

１２，９１８
２１６
５４

１，８６１
５６５

△ ２３６

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
一年内に返済すべき長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
製 品 保 証 引 当 金
債務保証損失引当金
未経過割賦販売利益
割賦販売前受利息
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 未 払 金
そ の 他

５１，３６０
５，２１１
２１，４７７
１５，１２６
３，２２３
１２９

２，７００
１，６７０
９８
７３７
０
１６６
２
８１６

２２，２７７
１４，８６０
３８０

２，８０４
３，６９５
１５１
３８５

負 債 合 計 ７３，６３８

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土地再評価差額金

７７，２９４
１３，０２１
１６，９６３
１６，９１３
４９

４９，４６８
２，４０９
４７，０５９
７１４

２７，０６０
１９，２８４

△ ２，１５９

△ ２５９
△ １９５

５
△ ６８

純 資 産 合 計 ７７，０３５

資 産 合 計 １５０，６７３ 負 債 純 資 産 合 計 １５０，６７３
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損益計算書（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価

１２１，５８１
９５，１２８

割賦販売利益繰延前売上総利益
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 戻 入
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 繰 入

２７４
１６６

２６，４５３

１０８

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

２６，５６１
２０，２８５

営 業 利 益 ６，２７５

営 業 外 収 益
受 取 利 息
割 賦 販 売 受 取 利 息
受 取 配 当 金
雑 収 益

１１９
２５
８０２
３３８ １，２８６

営 業 外 費 用
支 払 利 息
雑 損 失

４０６
３１４ ７２０

経 常 利 益 ６，８４２

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
関 係 会 社 株 式 売 却 益
貸 倒 引 当 金 取 崩 益
債 務 保 証 損 失 引 当 金 取 崩 益

１２
０

１，３５８
６
５ １，３８３

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損
減 損 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損
貸 倒 引 当 金 繰 入

１２７
４
９５１
０ １，０８３

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

２，５３５
１５０

７，１４２

２，６８５

当 期 純 利 益 ４，４５６
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株主資本等変動計算書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

平成２０年３月３１日残高 １３，０２１ １６，９１３ ６２ １６，９７６ ２，４０９ ７１９ ２７，０６０ １６，９８５ ４７，１７４

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △ ４ ４ ―

剰余金の配当 △２，１６１ △２，１６１

当期純利益 ４，４５６ ４，４５６

自己株式の取得

自己株式の処分 △ １２ △ １２

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 △ １２ △ １２ △ ４ ２，２９９ ２，２９４

平成２１年３月３１日残高 １３，０２１ １６，９１３ ４９ １６，９６３ ２，４０９ ７１４ ２７，０６０ １９，２８４ ４９，４６８

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産
合 計自 己

株 式

株 主
資 本
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

土 地
再評価
差額金

評価・
換 算
差額等
合 計

平成２０年３月３１日残高 △２，１０８ ７５，０６３ ６１４ △ ８ △ ６８ ５３７ ７５，６０１

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

剰余金の配当 △２，１６１ △２，１６１

当期純利益 ４，４５６ ４，４５６

自己株式の取得 △ ８２ △ ８２ △ ８２

自己株式の処分 ３２ １９ １９

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） △ ８１０ １３ △ ７９７ △ ７９７

事業年度中の変動額合計 △ ５０ ２，２３１ △ ８１０ １３ △ ７９７ １，４３３

平成２１年３月３１日残高 △２，１５９ ７７，２９４ △ １９５ ５ △ ６８ △ ２５９ ７７，０３５
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重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
� 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…………………移動平均法による原価法
その他有価証券（市場価格のあるもの）………期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部
純資産直入法によって処理
し、売却原価は移動平均法
により算定）

その他有価証券（市場価格のないもの）………移動平均法による原価法
� デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………………………………時価法
� たな卸資産の評価基準及び評価方法

製 品……個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

半製品……月総平均法による原価法（キャリヤパーツは個別法による原
価法）
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

原材料……月総平均法による原価法（キャリヤは個別法による原価法）
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

仕掛品……個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

貯蔵品……最終仕入原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

（会計方針の変更）
当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準
第９号 平成１８年７月５日公表分）を適用しております。これによる当
事業年度の損益に与える影響額はありません。

２．固定資産の減価償却の方法
� 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
� 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
� リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開
始日が平成２０年３月３１日以前のリース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。

―３５―



３．引当金の計上基準
� 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に検討した回収不能見込額を計
上しております。

� 製品保証引当金
製品のアフターサービス費用に充当するため、製品保証実施規定に基づ
く保証サービス費の過去の実績率を基準にした要保証サービス額を計上し
ております。

� 債務保証損失引当金
当社製品を購入する顧客の当社提携銀行等よりの借入金に対する保証損
失に備えるため、顧客の借入金に関する当社の保証債務に対し、過去の履
行実績率を基準にした保証損失見込額を計上しております。

� 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、そ
の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１２年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理す
ることとしております。

４．割賦販売の会計処理
（未経過割賦販売利益）
割賦契約による売上について割賦販売の会計処理を採用しており、支払
期日未到来分に対応する利益を「未経過割賦販売利益」として流動負債に
計上するとともに、当事業年度中の支払期日到来分に対応する利益を「未
経過割賦販売利益戻入」として当事業年度の利益に戻入しております。
（割賦販売受取利息）
支払期日未到来分に対応する額を「割賦販売前受利息」として流動負債
に計上するとともに、当事業年度中の支払期日到来分に対応する額を「割
賦販売受取利息」として営業外収益に計上しております。

５．ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満
たしている金利スワップについては特例処理に、振当処理の要件を満たして
いる為替予約については振当処理によっております。

６．消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

重要な会計方針の変更
リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に
関する会計基準」（企業会計基準第１３号（平成５年６月１７日（企業会計審議会第
一部会）、平成１９年３月３０日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第１６号（平成６年１月１８日（日本公認会計士協会 会
計制度委員会）、平成１９年３月３０日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法
に準じた会計処理によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響
額は軽微であります。
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表示方法の変更
（貸借対照表）
前事業年度において流動資産の「その他」に含めておりました「未収入金」は、
重要性が増したため区分掲記することに変更しました。なお、前事業年度の流動
資産の「その他」に含まれる「未収入金」は１，７６３百万円であります。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 １８，８０８百万円
２．割賦販売契約等に基づいて一年経過後に入金期日の到来する受取手形金額

６２８百万円
３．担保に供している資産

投資有価証券 １，６６１百万円
担保に係る債務
一年内に返済すべき長期借入金 １，３２９百万円

４．保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
フ ァ ウ ン GmbH ４，６７４百万円
タダノ・ファウンGmbH ６４９百万円
国 際 機 械 商 事 � １９６百万円
そ の 他 ９，３３１百万円

計 １４，８５１百万円
５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 １２，２５３百万円
短期金銭債務 ５，７０６百万円
長期金銭債務 ２５７百万円

６．土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地
再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９
号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）第１６条に
規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出する
ために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的
な調整を行って算出する方法によっております。
再評価を行った年月日 平成１４年３月３１日
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末におけ
る時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

４，９５０百万円

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高
� 営業取引による取引高

売 上 高 ３６，５４４百万円
営 業 費 用 ３６，２２６百万円

� 営業取引以外の取引高 ７７１百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 普通株式 ２，３７３，２４８株

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：百万円）
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 引 当 金 １，４６１
関 係 会 社 株 式 １，１９９
未 払 費 用 ６１８
貸 倒 引 当 金 ２６９
そ の 他 ２，７３８

繰延税金資産小計 ６，２８６
評 価 性 引 当 額 △ ２，１２６

繰延税金資産合計 ４，１５９
繰 延 税 金 負 債
固定資産圧縮積立金 △ ４６７
そ の 他 △ １８

繰延税金負債合計 △ ４８５
繰延税金資産の純額 ３，６７４

（注） 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産 １，８１２
固定資産―繰延税金資産 １，８６１

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異が
あるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定
実効税率の１００分の５以下であるため注記を省略しております。

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、工場機械設備の一部、電子計算機及び
その周辺機器等については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用し
ております。
１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額
１年以内 ３２４百万円
１ 年 超 ５５５百万円
合 計 ８７９百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支 払 リ ー ス 料 ４２０百万円
減価償却費相当額 ３９４百万円
支払利息相当額 ２２百万円

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

機械及び装置 工具器具及び備品 そ の 他 合 計

取 得 価 額 相 当 額（百万円） ５４０ ４７１ １，０５７ ２，０７０

減価償却累計額相当額（百万円） ３５０ ３５２ ５６４ １，２６７

期 末 残 高 相 当 額（百万円） １８９ １１９ ４９２ ８０２

―３８―



零とする定額法によっております。利息相当額の算定方法は、リース料総額
とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方
法については、利息法によっております。

関連当事者との取引に関する注記
（追加情報）
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第１１号
平成１８年１０月１７日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第１３号 平成１８年１０月１７日）を適用しております。なお、こ
れによる開示対象の変更はありません。
子会社及び関連会社等 （単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 当社製品の販売については、国際機械商事�及びタダノ・アメリカ

Corp．の提示価格と市場の実勢価格に基づき製品毎に交渉の上、一
般取引条件と同様に決定しております。

（注２） コンコルド・リース・アンド・ファイナンス�に対する貸付及び借
入については、市場金利を勘案して決定しております。

（注３） ファウンGmbHの銀行借入につき、債務保証を行ったものであり、
年率０．３％の保証料を受領しております。

（注４） 原材料・製品の購入にあたっては、独立第三者間取引と同様の一般
的な取引条件で行っております。

（注５） タダノ・アメリカ・ホールディングス Inc．が行った株主割当増資
につき、当社が額面で引き受けております。

（注６） 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が
含まれております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 ６０５円９７銭
２．１株当たり当期純利益 ３５円０５銭

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 国際機械商事� 所有
直接１００．０％

当社製品の販売
当社製品の販売
（注１）

８，６２４
受取手形
売掛金

３，０８３
２，８５５

子会社
コンコルド・リース・ア
ンド・ファイナンス�

所有
直接１００．０％

資金の貸付 資金の貸付（注２） ２，６４３ ― ―

資金の借入 資金の借入（注２） ４，１１３ 借入金 ２，４７６

子会社 ファウンGmbH
所有
直接１００．０％

貸付金現物出資 貸付金現物出資 ２，５４１ ― ―

債務保証
債務保証（注３） ４，６７４ ― ―

保証料の受入（注３） １１ ― ―

子会社
タダノ・ファウ
ンGmbH

所有
間接１００．０％

原材料・製品の
購入

当社建設用クレーン
の原材料の購入及び
ファウン社製建設用
クレーンの購入
（注４）

２１，５６２ 買掛金 １，８８５

子会社
タダノ・アメリ
カCorp．

所有
直接１００．０％

当社製品の販売
当社製品の販売
（注１）

１３，６８７ 売掛金 ２，９４０

子会社
タダノ・アメリカ・ホー
ルディングス Inc．

所有
直接１００．０％

米国持株会社 増資の引受（注５） ４，０９５ ― ―

―３９―
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退職給付に関する注記
１．採用している退職給付制度の概要

当社は、昭和４４年８月から退職金制度の一部について適格退職年金制度を
設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合が
あります。

２．退職給付債務に関する事項（平成２１年３月３１日現在） （単位：百万円）
イ．退職給付債務 △ ９，９１９
ロ．年金資産 ３，５７５
ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ ６，３４３
ニ．未認識数理計算上の差異 ２，６４８
ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ） △ ３，６９５

３．退職給付費用に関する事項（自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日）
（単位：百万円）

イ．勤務費用 ４４３
ロ．利息費用 １９５
ハ．期待運用収益 △ ４３
ニ．数理計算上の差異の費用処理額 ２２１
ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） ８１７

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
ロ．割引率 ２．００％
ハ．期待運用収益率 １．００％
ニ．数理計算上の差異の処理年数 １２年
（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額
法により、翌事業年度から費用処理することとしております。）

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

―４０―
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平 成２１年 ５ 月 １ 日

株式会社 タ ダ ノ
取 締 役 会 御 中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員
業務執行社員

指定社員
業務執行社員

公認会計士 岡 林 正 文 ○印

公認会計士 久 保 誉 一 ○印

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社タダノの

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計

算書について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タダノ及び連結子会社から

成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上

―４１―
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平 成２１年 ５ 月 １ 日

株式会社 タ ダ ノ
取 締 役 会 御 中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員
業務執行社員

指定社員
業務執行社員

公認会計士 岡 林 正 文 ○印

公認会計士 久 保 誉 一 ○印

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タ

ダノの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第６１期事業年度の計算

書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに

その附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上

―４２―



監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第６１期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、
取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたし
ました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び監査法人トーマツから当該
内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。事業報
告に記載されている会社法施行規則第１２７条第１号の基本方針及び第２号の各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子
会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及
びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０
月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主
資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２．監査の結果
� 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。な
お、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において重要な欠陥は認
識していない旨の報告を取締役等及び監査法人トーマツから受けております。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法
施行規則第１２７条第２号の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の
利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない
と認めます。

� 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
� 連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成２１年５月７日
株式会社 タ ダ ノ 監査役会

常勤監査役 依 光 慶 二 ○印
常勤監査役 宇 川 悦 栄 ○印
常勤監査役（社外監査役） 石 川 博 文 ○印
社外監査役 三 宅 雄一郎 ○印

以 上

―４３―



株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとさせていただきたく存じ

ます。

� 期末配当に関する事項

当社は、利益配分につきましては、安定的な利益還元を継続すること

を基本に、連結業績及び配当性向等を総合的に勘案の上で決定し、同時

に、財務体質の健全性を維持するために内部留保の充実にも取り組むこ

ととしております。

当期の業績及び今後の経営環境を勘案し、当期の期末配当につきまし

ては、次のとおりとさせていただきたく存じます。

� 配当財産の種類

金銭といたします。

� 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円

総額１，０１７，０１６，８５６円

中間配当金８円を合わせ、年間配当金は前期と同額の１株につき

１６円となります。

なお、前期の期末配当には、創立６０周年記念配当２円を含んでお

ります。

� 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成２１年６月２４日（水曜日）

� その他の剰余金の処分に関する事項

� 減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮積立金 ４，９８１，８９２円

� 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 ４，９８１，８９２円

―４４―



第２号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由

� 平成２１年１月５日施行の「株式等の取引に係る決済の合理化を図る

ための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成１６

年法律第８８号）に基づき、いわゆる株券電子化が導入されたことに伴

い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

� 株券を発行する旨を定めた現行定款第６条を削除するものであり

ます。

� 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に

関する法律等の一部を改正する法律」の規定に沿った定款規定整備

を行うため、現行定款第８条、第９条及び第１０条を変更するもので

あります。

� 公告閲覧の周知性及び利便性の向上を図るため、公告方法につきイ

ンターネット上の当社ホームページに掲載する電子公告に変更し、併

せて当該電子公告の導入に伴い不測の事態が発生した場合に備え、予

備的な公告方法を定めるため、現行定款第４条を変更するものであり

ます。

� 株主の皆様の権利行使に関する手続きについて、法令又は当社定款

に定めるほか、当社「株式取扱規則」に定めることを明確にするため、

現行定款第１１条を変更するものであります。

� その他上記変更に伴い、条数の変更を行うものであります。

―４５―



２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現行定款 変更案

第１章 総則

（公告の方法）

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に

掲載する方法により行う。

第２章 株式

第５条 〔条文記載省略〕

（株券の発行）

第６条 当会社は、株式に係わる株券を発

行する。

第７条 〔条文記載省略〕

（単元株式数および単元未満株券の不発行）

第８条 当会社の単元株式数は、１，０００株

とする。

当会社は、単元未満株式に係わる

株券を発行しない。ただし、株式取

扱規則に定めるところについては、

この限りでない。

（単元未満株式の買増し）

第９条 当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、株式取扱規則に定

めるところにより、その有する単元

未満株式の数と併せて単元株式数と

なる数の株式を売り渡すことを請求

することができる。

第１章 総則

（公告の方法）

第４条 当会社の公告は、電子公告により

行う。ただし、事故その他やむを得

ない事由により電子公告による公告

をすることができない場合は、日本

経済新聞に掲載して行う。

第２章 株式

第５条 〔現行どおり〕

〔削 除〕

第６条 〔現行どおり〕

（単元株式数）

第７条 当会社の単元株式数は、１，０００株

とする。

（単元未満株式の買増し）

第８条 当会社の株主は、株式取扱規則に

定めるところにより、その有する単

元未満株式の数と併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すことを請

求することができる。

―４６―



現行定款 変更案

（株主名簿管理人）

第１０条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。

株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議によって

定め、これを公告する。

当会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）、株券喪失登録

簿および新株予約権原簿の作成なら

びに備置き、その他の株式に関する

事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においては取り扱わな

い。

（株式取扱規則）

第１１条 当会社の株式に関する取扱および

手数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会において定める株式取

扱規則による。

第３章 株主総会

第１２条～第１９条 〔条文記載省略〕

第４章 取締役および取締役会

第２０条～第３０条 〔条文記載省略〕

第５章 監査役および監査役会

第３１条～第４１条 〔条文記載省略〕

第６章 会計監査人

第４２条～第４５条 〔条文記載省略〕

第７章 計算

第４６条～第４９条 〔条文記載省略〕

（株主名簿管理人）

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置

く。

株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議によって

定め、これを公告する。

当会社の株主名簿および新株予約

権原簿の作成ならびに備置き、その

他の株式に関する事務は、これを株

主名簿管理人に委託し、当会社にお

いては取り扱わない。

（株式取扱規則）

第１０条 当会社の株主権行使の手続その他

株式に関する取扱および手数料は、

法令または本定款のほか、取締役会

において定める株式取扱規則によ

る。

第３章 株主総会

第１１条～第１８条 〔現行どおり〕

第４章 取締役および取締役会

第１９条～第２９条 〔現行どおり〕

第５章 監査役および監査役会

第３０条～第４０条 〔現行どおり〕

第６章 会計監査人

第４１条～第４４条 〔現行どおり〕

第７章 計算

第４５条～第４８条 〔現行どおり〕

―４７―



第３号議案 取締役６名選任の件

現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 所有する当

社株式の数

１ 多田野 宏一
（昭和２９年７月３日生）

昭和５２年４月 丸紅株式会社入社
昭和６３年６月 当社入社
平成３年６月 社長室長
平成９年１月 ファウンGmbH取締役社長
平成９年６月 取締役
平成１１年４月 取締役、執行役員常務
平成１３年４月 取締役、執行役員専務
平成１４年４月 代表取締役、執行役員専務
平成１５年６月 代表取締役社長
平成２１年４月 代表取締役社長、開発部門統

括（現任）

２１３，０００株

２ 高 戸 紀 幸
（昭和１５年９月２６日生）

昭和３８年４月 当社入社
昭和６２年１１月 取締役
平成５年６月 常務取締役
平成９年６月 専務取締役
平成１１年４月 取締役、執行役員専務
平成１４年４月 代表取締役、執行役員専務
平成１５年６月 代表取締役副社長
平成２１年４月 代表取締役副社長、社長補

佐、企画管理部門統括、中国
事業部門担当（現任）

１４８，５５８株

３ 鈴 木 正
（昭和２８年１月５日生）

昭和５１年４月 住友商事株式会社入社
平成９年４月 当社入社
平成９年７月 海外事業部長
平成１１年４月 執行役員、海外事業部長
平成１３年６月 取締役、執行役員、海外事業

部長
平成１４年４月 取締役、執行役員常務
平成１５年６月 取締役、執行役員専務
平成２１年４月 取締役、執行役員専務、国内

営業部門・欧州事業部門・
CS部門統括、営業統括部門・
米州事業部門・海外営業部門
担当（現任）

７７，０００株

―４８―



候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 所有する当

社株式の数

４ 大 薮 修 二
（昭和２２年６月１２日生）

昭和４５年４月 当社入社
平成８年１０月 人事部長
平成１１年４月 経営企画室部長（人事・総務

担当）
平成１２年４月 執行役員、経営企画室部長
平成１３年４月 執行役員、企画管理部部長
平成１５年６月 執行役員、企画管理部長
平成１７年６月 取締役、執行役員常務
平成２１年４月 取締役、執行役員常務、生産

部門・品質安全部門統括、購
買部門担当（現任）

５６，０００株

５ 伊 藤 伸 彦
（昭和２２年２月５日生）

昭和４６年７月 エクソン化学ジャパン入社
平成元年７月 日本ゼネラル・エレクトリッ

ク株式会社入社
平成１１年１月 GE横河メディカルシステム

株式会社代表取締役社長
平成１４年９月 GEエジソン生命保険株式会

社（現：AIG エジソン生命
保険株式会社）代表取締役社
長兼CEO

平成１６年１月 GEキャピタルリーシング株
式会社代表取締役社長兼
CEO

平成１７年２月 日本ゼネラル・エレクトリッ
ク株式会社代表取締役社長兼
CEO

平成２０年１月 TPGキャピタル株式会社顧
問（現任）

平成２０年２月 NIS グループ株式会社取締役
平成２０年６月 当社取締役（現任）

０株

―４９―



候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 所有する当

社株式の数

６ 吉 田 康 之
（昭和２２年８月２３日生）

昭和４６年４月 株式会社三菱総合研究所入社
平成１４年１０月 株式会社三菱総合研究所参与
平成１９年１０月 株式会社日建設計総合研究所

入社、上席研究員
平成２０年１月 株式会社日建設計総合研究所

常務理事、上席研究員
平成２０年６月 当社取締役（現任）
平成２１年３月 株式会社日建設計総合研究所

取締役、常務理事、副所長
（現任）

３，０００株

（注）１．取締役候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
２．伊藤伸彦、吉田康之の両氏は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役の候補
者であります。また、両氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総
会終結の時をもって１年となります。

３．社外取締役選任理由
伊藤伸彦氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識と経験を当社経営

に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
吉田康之氏につきましては、シンクタンクで培った豊富な知識と経験を当社

経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。

４．社外取締役との責任限定契約について
伊藤伸彦、吉田康之の両氏につきましては、当社との間で会社法第４２３条第
１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく
賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

―５０―



第４号議案 監査役１名選任の件

監査役 依光慶二氏が本総会終結の時をもって辞任されますので、その

補欠として、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、選任いただいた場合の任期は、第６４回定時株主総会終結の時まで

となります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

以 上

監査役候補者

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況 所有する当

社株式の数

中 西 正 晴
（昭和２３年９月１日生）

昭和４６年４月 当社入社
平成１１年４月 執行役員、経営企画室部長兼情報シス

テム部長
平成１３年６月 取締役、執行役員、企画管理部長兼情

報システム部長
平成１６年４月 取締役、ファウンGmbH取締役社長
平成１６年６月 ファウンGmbH取締役社長
平成１７年７月 執行役員、ファウンGmbH取締役社

長
平成１８年６月 執行役員常務、ファウンGmbH取締

役社長
平成２１年４月 ファウンGmbH取締役社長兼企画管

理部顧問
平成２１年５月 企画管理部顧問（現任）

６５，２１０株

（注）監査役候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

―５１―
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第６１回定時株主総会会場ご案内図

会場：香川県高松市木太町２１９１番地１

高松国際ホテル 新館２階 瀬戸の間

ご参考（交通手段）

�コトデン路線バス（庵治線／高松東病院・大学病院線 国際ホテル前下車）

JR高松駅前�のりば 発車時刻 午前９時５分 午前９時２０分

琴電瓦町駅�のりば 発車時刻 午前９時１５分 午前９時３０分

�タクシー

JR高松駅から１５分 琴電瓦町駅から１０分

�高松国際ホテルには、駐車場もございます。


